
利用者
（府民等）

府 指定管理者

公の施設

・指定管理者として指定
・管理運営についての調査・指示
・モニタリング（点検）の実施
・指定管理料の支払い（※）

・事業報告書等の提出

・納付金の支払い（※）

モニタリング

結果の公表

設置

・使用許可申請
・利用料金支払い

・使用許可

・利用料金収受

管理運営

利用

⼤阪府の指定管理者制度について

民間事業者やNPO法人など幅広い事業者（個人を除く）に受託していただく
ことが可能です。

指定管理者となる事業者は、原則として、公募により選定され、
議会の議決を経て正式に指定されます。

「利用料金制」を採用している施設では、条例で定める上限額を
超えない範囲で指定管理者が利用料金を設定し、利用料金は指定
管理者の収入として利用者から直接収受することができます。

施設の管理運営経費については、①府から指定管理料を支払う施設と、②利
用料金収入が多く見込まれるため指定管理料を支払わずに指定管理者から府
へ納付金を支払っていただく施設があります。（※）

指定管理者は、公の施設の管理運営の全般を担うほか、利用者が
施設を利用する際の許可権限についても、府から委任を受けて指
定管理者が行っている施設もあります。

➣

➣

➣

➣

➣

➣

毎年度、指定管理者及び府は管理運営状況についてモニタリング（点検）を
行い、府はその結果を公表します。

➣

≪指定管理者制度とは≫
平成15年の地方自治法改正により、公の施設の管理運営に、民間のノウハウ
等を活用して住民サービスの向上を図ること等を目的に「指定管理者制度」が
導入されました。
現在、大阪府では５６施設と府営住宅１１地区で指定管理者制度を導入してい
ます。

≪管理に要する経費等≫

≪管理運営状況のモニタリング≫

≪指定管理者の業務≫
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事業者さま 大阪府

公募開始 申請書類（提案書）作成開始 募集要項公表
・必要があれば質問ができます ・質問の回答は適宜ＨＰ等で公表します

・現地の⾒学会を⾏う場合があります

公募〆切 申請書類提出 申請書類受付（資格審査等を⾏います）

有識者による選定委員会を設置します

選定委員会

詳細を協議 最優先交渉権者と協議を⾏います

大阪府議会の議決

業務開始です︕

（※）指定管理者と府は、議会の議決後に、事業計画、業務の範囲など管理のために必要な事項について
     協定を締結します。

指定管理者決定までの基本的な流れ （施設により異なる場合があります。）

⺠間事業者さまのチカラを活かしてより魅⼒ある施設に︕

プレゼンテーションを⾏って
いただく場合があります

選定委員会で審査し、
「最優先交渉権者」を決定します

指定管理
候補者決定

府から応募事業者様に結果通知を
⾏います

一定の制限はありますが、アイデア・ノウハウを
活かして施設を管理運営してください︕

・毎年度、モニタリング（⾃⼰点検）を実施していただきます
・事業報告書等の府への報告業務もあります

指定管理候補者の決定・公表

〜 協 定 の 締 結 〜（※）

通常2か月
程度


